
 

★ホームページ URL  http://www.town.hakone.kanagawa.jp 

★「広報はこね」が届いていない方は、役場、出張所、出先機関などに置いてあります。 

（発行／箱根町役場 〒250-0398 箱根町湯本256番地） 

 

～ 裏 面 も ご 覧 く だ さ い ～ 

回 覧 

第 23号 
 
 

 令和3年3月10日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 システムメンテナンス実施のため、3 月 17 日（水）は終日、本庁舎町民係と出張  

所において次の手続きを休止します。ご不便をおかけしますが、皆様のご理解、ご協  

力をお願いします。  

 

 

【休止する手続き】  

 ◎マイナンバーカード関連  

 カードの受け取り・申請サポート（申請書持参の場合を除く）・申請書の発行・  

電子証明書の更新・発行  

 

◎マイナンバーカード・住民基本台帳カード共通  

暗証番号の変更・初期化  

カードによる転入・転出  

券面記載事項（住所・氏名・生年月日・性別等）の変更  

 

◎その他休止する手続き  

   住民基本台帳ネットワークによる住民票（箱根町外の住民票）の広域交付  

 

 

※  マイナンバーカードの申請サポート・受取、暗証番号の変更・初期化、電子証  

明書の更新・発行、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの券面記載事項  

の変更については、メンテナンス日以外も本庁舎町民係のみでの取り扱いとな  

ります。  

 

  

ご不明な点等につきましては、総務防災課町民係まで問い合わせてください。  

 

 

照会先 総務防災課町民係  電話（８５）７１６０  

 

 

マイナンバーカード等業務休止のお知らせ 

（３月１７日終日） 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 

★ この回覧「まちだより」は町のホームページにも掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

夜間や休日でなければ窓口に来られない方のために、次のとおり窓口を開設します。 

３月 

１０日（水） １７：１５～１９：１５ 

２４日（水） １７：１５～１９：１５ 

２８日（日）※ ８：３０～１７：１５ 

４月 

３日（土）※ ８：３０～１７：１５ 

７日（水） １７：１５～１９：１５ 

１１日（日） ８：３０～１２：００ 

２１日（水） １７：１５～１９：１５ 

【 場 所 】 役場 本庁舎２階 総務防災課町民係窓口 

【取扱業務】 ◎マイナンバーカードの受け取り・申請（顔写真撮影→オンライン申請→ 

郵送受け取り可） 

◎電子証明書の更新・発行 

◎マイナポイント予約（マイキーID 設定）支援 

 マイナポイントの付与を受けるには、３月末までにマイナンバーカード 

の申請が必要です。 

◎転入・転出、住民票・印鑑証明・戸籍証明書の発行※ 

 

※ご注意 

住民異動（転入出等）や各種証明発行ができるのは、３月２８日（日）と４月３日（土）

だけになります。マイナンバー関連手続きは上記全ての日程で可能です。 

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。 

ご不明な点等につきましては、事前に問い合わせてください。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各種手続きに際し外出が不安な方は、 

まずは電話で問い合わせてください。 

 

照会先 総務防災課町民係 電話（８５）７１６０ 

 

夜間休日窓口開設 

住民異動※、マイナンバーなどの手続きができます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1349 
ラムダ  

カメラ用リュック  
小型・二層式  普 通 応相談 

1350 ミレー ザック  30L 普 通 応相談 

1351 デイパック  赤 普 通 無 料 

1352 
エース  

ガーメントバッグ  
2 着用 普 通 応相談 

1354 婦人用水着  13 号 普 通 応相談 

1355 
ドロミテ  

トレッキングシューズ  
23cm 普 通 応相談 

1356 ベビーカー   新 品 応相談 

譲ってください  

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2129 冷風機  普 通 無 料 

2130 猫用品 
キャリーバッグ、ケージ、  

シート、フード等  
普 通 無 料 

2131 炊飯器 5.5 合炊き 普 通 無 料 

2132 電子レンジ   普 通 無 料 

2133 キーボード   普 通 無 料 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」に登録し  

ませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ることができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 希望の商品が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、連絡してください。 

※ 本情報は、町内在住者のみ有効となります。 

また、その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行って下さい。  

なお、その際に問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してく  

ださい。  

 

 

申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

不用品交換情報 譲ります！ 

（２月 24 日現在） 

譲ってください!! 
 
 
！ 譲ります 

 
 
 


